
くらしの情報

農業委員会からの
お知らせ

　1 月の農業委員会定例総会は次の
とおりです。傍聴においでください。

　◆日　時　1 月 15 日火
　　　　　　午後 1 時 30 分から

　◆場　所　国見町役場
　　　　　　2 階　大会議室
　
　◆問い合わせ　農業委員会事務局
　　　　　　　　☎ 585-2890

高
齢
者
世
帯
の
除
雪
を

支
援
し
ま
す

　

除
雪
を
自
ら
行
う
こ
と
が
困

難
な
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
や
高

齢
者
世
帯
を
対
象
に
除
雪
の
支

援
を
行
い
ま
す
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、
保
健
福

祉
課
長
寿
介
護
係
ま
た
は
担
当

民
生
委
員
に
申
込
み
く
だ
さ

い
。

※
作
業
は
国
見
町
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

▼
対
象
者　

65
歳
以
上
の
一
人

暮
ら
し
高
齢
者
や
高
齢
者
世
帯

▼
支
援
内
容　

積
雪
10
㎝
以
上

の
場
合
行
い
ま
す

※
除
雪
は
玄
関
か
ら
道
路
ま
で

の
歩
行
す
る
部
分
を
行
い
ま
す

▼
自
己
負
担　

１
８
３
円
（
1

回
2
時
間
未
満
）

問
保
健
福
祉
課
長
寿
介
護
係

☎
５
８
５
‐
２
１
２
５

公
立
藤
田
総
合
病
院

第
63
回
元
気
セ
ミ
ナ
ー

　

公
立
藤
田
総
合
病
院
で
は
、

地
域
の
み
な
さ
ん
に
向
け
て
定

期
的
に
「
元
気
セ
ミ
ナ
ー
」
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
申
込
み
不

要
・
無
料
の
セ
ミ
ナ
ー
で
す
の

で
、気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

1
月
24
日
木
午
後
4

時▼
会
場　

公
立
藤
田
総
合
病
院

総
合
受
付
前
ホ
ー
ル
・
シ
ャ
ン

グ
リ
ラ

▼
演
題　

効
果
的
な
中
高
齢
者

の
運
動
～
何
に
注
意
し
、
ど
う

進
め
る
か
～

▼
講
師　

公
立
藤
田
総
合
病
院

堀
川
哲
男
院
長

問
公
立
藤
田
総
合
病
院
健
康
管

理
セ
ン
タ
ー

☎
５
８
５
‐
２
１
２
１

お
知
ら
せ

国
民
年
金
の
第
一
号
被

保
険
者
の
み
な
さ
ん
へ

～
国
民
年
金
基
金
制
度
～

　

国
民
年
金
基
金
は
、
自
営

業
・
農
業
な
ど
の
国
民
年
金
の

第
一
号
被
保
険
者
の
方
々
が
ゆ

と
り
の
あ
る
老
後
を
過
ご
せ
る

よ
う
、
国
民
年
金
に
上
乗
せ
す

る
公
的
な
年
金
制
度
で
す
。

　

加
入
で
き
る
の
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
て
い
る
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
方
お
よ
び
60
歳
以

上
65
歳
未
満
で
国
民
年
金
に
任

意
加
入
し
て
い
る
方
で
す
。

　
「
生
涯
受
け
取
る
終
身
年
金
」

が
基
本
で
す
の
で
、
長
い
老
後

に
備
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

掛
金
は
全
額
が
課
税
所
得
か
ら

控
除
で
き
る
の
で
、「
所
得
税

と
住
民
税
」が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

受
け
取
る
年
金
も
「
公
的
年
金

等
控
除
」
の
対
象
と
な
り
、
税

制
面
で
優
遇
さ
れ
ま
す
。

　

万
が
一
早
期
に
亡
く
な
っ
た

時
、
家
族
に
「
遺
族
一
時
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
す
（
一
部
の
年

金
タ
イ
プ
を
除
く
）。
な
お
、

遺
族
一
時
金
は
全
額
非
課
税
で

す
。
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
わ
せ

て
、
年
金
額
や
受
取
期
間
を
設

計
で
き
ま
す
。

問
福
島
県
国
民
年
金
基
金

☎
０
１
２
０
‐
６
５
‐

４
１
９
２

あ
な
た
の
お
宅
に
は
付

い
て
い
ま
す
か
？

住
宅
用
火
災
警
報
器

　

昨
年
10
月
、
宮
城
県
内
の
住

宅
で
家
族
6
名
が
死
亡
す
る

火
災
が
発
生
し
ま
し
た
。
ま

た
、
11
月
に
は
県
内
で
7
名
の

方
が
、
12
月
に
は
富
山
県
で
4

名
の
方
が
死
亡
す
る
住
宅
火
災

が
立
て
続
け
に
発
生
し
て
い
ま

す
。

　

火
災
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

ま
た
、
逃
げ
遅
れ
に
よ
る
死
者

を
防
ぐ
た
め
に
有
効
な
の
が
、

煙
を
早
期
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
知

ら
せ
て
く
れ
る
「
住
宅
用
火
災

警
報
器
」
で
す
。

　

統
計
上
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
設
置
す
れ
ば
、
火
災
発
生

時
の
死
亡
リ
ス
ク
が
約
半
分
に

減
少
し
ま
す
。

　

ま
だ
付
け
て
い
な
い
お
宅

は
、「
大
切
な
家
族
」
を
守
る

た
め
に
も
、
早
期
に
住
宅
用
火

災
警
報
器
を
設
置
し
ま
し
ょ

う
！

　

伊
達
消
防
本
部
で
は
、
管
内

の
高
齢
者
世
帯
な
ど
に
対
し
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
取
り
付

け
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
消
防

署
へ
確
認
く
だ
さ
い
。

問
伊
達
地
方
消
防
組
合
消
防
本

部
中
央
消
防
署
西
分
署

☎
５
８
２
‐
３
１
９
０

介
護
福
祉
士
養
成
科

訓
練
生
募
集

　

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
で

は
、
求
職
中
の
方
を
対
象
と
し

て
、国
家
資
格
「
介
護
福
祉
士
」

の
取
得
と
介
護
福
祉
業
界
へ
の

正
社
員
就
職
を
目
指
す
こ
と
を

目
的
と
し
た
2
年
間
の
教
育
訓

練
を
実
施
し
ま
す
。

▼
募
集
コ
ー
ス　

介
護
福
祉
士

養
成
科

▼
訓
練
期
間　

４
月
か
ら
平
成

32
年
3
月
（
2
年
間
）

▼
訓
練
会
場　

県
内
の
介
護
福

祉
士
養
成
施
設

▼
受
講
料　

無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
や
保
険
代
等

は
、
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

▼
そ
の
他　

募
集
期
間
は
、
1

月
中
旬
か
ら
2
月
末
日
を
予
定

し
て
い
ま
す
が
、受
講
対
象
者
・

度
の
水
利
費
賦
課
の
基
準
と
な

る
農
地
面
積
な
ど
に
変
更
が
あ

る
場
合
は
、
届
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
届
出
が
必
要
な
場
合

・
農
地
の
売
買
な
ど
に
よ
り
所

有
者
が
変
わ
っ
た
と
き

・
地
区
除
外
を
す
る
と
き

・
経
営
移
譲
や
死
亡
な
ど
で
名

義
変
更
を
し
た
と
き

・
農
地
の
賃
借
が
あ
っ
た
と
き

（
水
利
費
の
支
払
義
務
者
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
届
出
期
限　

3
月
22
日
金
ま
で

▼
届
出
・
問
い
合
わ
せ　

伊
達

西
根
堰
土
地
改
良
区

☎
５
８
２
‐
２
３
１
９

申
込
み
方
法
等
に
つ
い
て
は
、

問
い
合
わ
せ
先
に
て
確
認
く
だ

さ
い
。

問
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ

ー
郡
山　

経
営
企
画
担
当　

☎
０
２
４
‐
９
４
４
‐

１
６
６
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
４
‐
９
４
３
‐

７
９
８
５

西
根
堰
土
地
改
良
区

農
地
異
動
届

　

伊
達
西
根
堰
土
地
改
良
区
費

の
水
利
費
賦
課
は
、
毎
年
4
月

1
日
現
在
の
農
地
面
積
を
基
準

に
算
定
さ
れ
ま
す
。
平
成
31
年

※詳しくは、１月下旬発行予定の各戸配布チラシ
　「申告のお知らせ」をご覧ください。

■申告会場問い合わせ電話番号
　☎ 585-1083（直通、期間中に限る）

■スマホ、タブレット端末から電子申告が
　可能となりました。詳しくは国税庁ホー
　ムページをご覧ください。

■ご都合の許す範囲内で、記載の日程での
　来庁に協力ください。

■福島税務署（☎ 534-3121）では、ウィル
　福島アクティおろしまち（旧卸町会館）
　で申告相談を実施します。
　開設期間：2 月 18 日月から 3 月 15 日金
　（土日を除く。ただし、2 月 24 日日および

　  3 月 3 日日は開設します）

期 間　2 月 15 日金から 3 月 15 日金

　　　 午前の部　午前 9 時から（受付 11 時 30 分まで）
　　　 午後の部　午後 1 時から（受付 4 時 30 分まで）

会 場　観月台文化センター 3 階　第 1 研修室

問税務課課税係　☎ 585-2778

所得税・住民税申告相談がはじまります

所得申告相談日程（国見町会場）

受付月日 町内会名
午前の部 午後の部

2 月 15 日金 小坂・太田川 前田・泉田上
18 日月 泉田（中・下） 鳥取・板橋
19 日火 板橋南 内谷（西・東）
20 日水 貝田
21 日木 光明寺 高城・山根
22 日金 大木戸 鶉町・上野
25 日月 滝山・小林 山崎北・山崎舘
26 日火 山崎（小舘・宮舘・宮前） 源宗山（西・東・北）
27 日水 大坂・山崎耕谷 山崎沢田
28 日木 石母田（東・表・北） 石母田（原・西）

3 月 1 日金 駅前・錦町 大町南
4 日月 大町北・本町 宮町（南・北）
5 日火 宮東・町東 藤田（光陽・宮前）
6 日水 原町・築舘 並柳
7 日木 中部・北部 川内
8 日金 森江野第 1 森江野第 2

10 日日 全地区
11 日月 森江野第 3 森江野第 4
12 日火 徳江北 森江野第 7
13 日水 森江野第 8 森江野第 9
14 日木 森江野第 10・第 11 森江野第 12
15 日金 全地区

3 月 10 日日も
申告相談を行います

国見町
会　場

19 18


